
北海道告示第 １１５３１ 号

北海道が令和６年度において補助金等を交付する事務又は事業、補助対象経費、補助率等を次のとおり定める。

令和６年１０月２４日

北海道知事 鈴木 直道

（総合政策部所管分）

補助金等を交付する事務 交付申請書に添 実績報告書に添 交付申請書の提 補助金等の交

又は事業の名称及び 補助対象者 補助対象経費 補助率等 付すべき関係書 付すべき関係書 出部数、提出期 付に関する権 摘 要

その目的又は趣旨 類 類 限及び提出先 限の委任

１ 生活交通路線維持対策事 － －

業費補助事業

地域の生活交通として必

要な地方バス路線の維持・

確保を図るため、その運行

に要する経費等について、

予算の範囲内で補助する。

ただし、地域間幹線系統

確保維持事業及び国の補助

事業の対象となるものを除

く。

(1) 広域生活交通路線維持 乗合バス事業者 広域生活交通路線の運行事業 生活交通補 その他別に指示 提出部数 １部

費補助事業 であって、次の要 に要する経費のうち、北海道生 助要綱第10条 する様式 提出期限 令和６年

件の下で広域生活 活交通路線維持対策事業費補助 第１号の系統 10月31日

交通路線を運行す 金交付要綱（令和６年10月22日 にあっては、 提 出 先 総合政策

る者（公営バス事 付け交通第410号。以下「生活交 ２分の１以内 部交通政

業者を除く。) 通補助要綱」という。）第７条 （同号ただし 策局交通

(1) 総合振興局等 に規定する額。ただし、生活交 書の系統にあ 企画課

協議会において 通補助要綱第８条に規定する額 っては、４分

地域住民にとっ を限度とする。 の１以内）

て必要と認めら 生活交通補

れた運行サービ 助要綱第10条

スの提供ができ 第２号の系統

ること。 にあっては、

(2) 広域生活交通 ３分の１以内

路線の運行にお

いて十分な安全



性等の確保がで

きること。

(2) 市町村生活バス路線運 市町村生活バス 市町村生活バス路線の運行事 10分の１以内 その他別に指示 提出部数 １部

行費補助事業 路線において、道 業に要する経費のうち、生活交 する様式 提出期限 令和６年

路運送法（昭和26 通補助要綱第15条第１号に規定 11月30日

年法律第183号） する額 提 出 先 総合政策

第79条の規定によ 部交通政

り登録を受けて運 策局交通

行を行う市町村 企画課

市町村生活バス 市町村生活バス路線の運行事 10分の１以内 その他別に指示 提出部数 １部

路線において、道 業に要する経費のうち、生活交 する様式 提出期限 令和６年

路運送法（昭和26 通補助要綱第15条第２号に規定 11月30日

年法律第183号） する額 提 出 先 総合政策

第４条第１項の規 部交通政

定により許可を受 策局交通

けて運行を行う乗 企画課

合バス事業者（当

該市町村生活バス

路線に係る市町村

が、当該市町村生

活バス路線に係る

補助対象期間にお

ける経常費用から

経常収益及び生活

交通補助要綱第17

条の補助金の交付

額を減じた額に相

当する額を当該乗

合バス事業者に補

助することを要す

る。）

別に指示する様

(3) 広域生活交通路線にお 地域公共交通の活 北海道生活交通路線確保維持計 定額 式

けるエリア一括協定運行 性化及び再生に案 画に記載された費用であって、

事業 する法律第６条第 エリア一括協定運行事業の運行

１項に規定する協 系統について、その欠損額の合

議会 計を基礎として、地方公共団体

と運送実施者との間で取り決め

られた額


